
川崎市上下水道局規程第２４号 

 川崎市上下水道局契約規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年５月８日 

川崎市上下水道事業管理者 池之上 健一      

 

川崎市上下水道局契約規程の一部を改正する規程 

川崎市上下水道局契約規程（昭和４１年川崎市水道局規程第２８号）の一部

を次のように改正する。 

第１８号様式川崎市上下水道局委託契約約款第２条を第２条の２とし、第１

条の次に次の１条を加える。 

（契約の保証） 

第２条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保

証を付さなければならない。ただし、第５号の場合において、履行保証保険

契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

（１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３）この契約による債務の不履行により生ずる違約金の支払を保証する銀行

又は発注者が確実と認める金融機関等の保証 

（４）この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（５）この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険

契約の締結 

（６）この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する公共

工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条

第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保証 

２ 受注者は、前項ただし書の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報



処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電

磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発

注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当

該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項にお

いて「保証の額」という。）は、契約金額の１０分の１以上としなければな

らない。 

４ 受注者が第１項第３号から第６号までのいずれかに掲げる保証を付す場合

は、当該保証は、第２５条の４第２項各号に規定する者による契約の解除の

場合についても保証するものでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号、第３号又は第６号に掲げる保

証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われ

たものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証

金の納付を免除する。 

６ 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の１０分の

１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求するものとし、又は保証

の額の減額を請求することができる。ただし、変更後の増減額が既決の契約

金額の１０分の３に満たないとき、又は発注者が特別の事由があると認める

ときは、この限りでない。 

第１９号様式川崎市上下水道局委託単価契約約款第３条を第３条の２とし、

第２条の次に次の１条を加える。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保

証を付さなければならない。ただし、第４号の場合において、履行保証保険

契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 



（１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３）この契約による債務の不履行により生ずる違約金の支払を保証する銀行

又は発注者が確実と認める金融機関等の保証 

（４）この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険

契約の締結 

２ 受注者は、前項ただし書の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、

当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることが

できる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみな

す。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、仕様書等

に基づいて定められた業務量に当該内訳金額を乗じて算出した額の１０分の

１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号又は第４号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は

、第２２条の４第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても

保証するものでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付し

たときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものと

し、同項第４号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する

。 

附 則 

この規程は、令和８年５月１１日から施行する。 


